
•特殊車両を通行させようとする者（運送事業者、荷主等）が道路管理者（国、都

道府県、市町村等）に申請しなければなりません。

•道路管理者は、申請された車両が安全に通行できるか否かを、道路の構造と照ら
し合わせて確認を行います。

•複数の道路管理者が管理する道路にまたがる申請経路の場合、申請を受け付け
た道路管理者（例えば国道事務所）で一括して手続き（他の道路管理者との協議を
含む。）を行っています。

•道路管理者が異なる複数の道路に係る許可の申請をする場合、「協議」に要す
る実費として手数料が必要です。

（※行政書士に代理申請を依頼する場合には、別途行政書士に支払う報酬が必要
となります。）
インターネット経由の申請も可能です。詳細は下記のURLをご参照ください。

http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/

【ご理解下さい】
・申請から許可まで、各道路管理者による確認のために時間を要します。
・重量物や長大物の輸送依頼の際は、その期間を考慮した輸送計画を立てて
下さい。

【ご注意下さい】
・許可された経路及び許可に附された条件による走行が必要です。

許可は、車両や経路を限定して一定の条件のもと走行を可能とするものです。

許可にあたっては、橋等への負荷を軽減させるために、あるいは交差点折進時に
おける対向車両の安全等を確保するために前後に誘導車を配置する措置や交通
量の少ない夜間に通行する措置等を条件として附す場合があります。
これらを守らずに通行した場合、罰則の適用を受けることがあります。
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●「特殊車両通行許可」の申請と許可に
ついて

http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/

